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Ⅰ　農業委員会の状況（令和２年　３月３１日現在）
１　農家・農地等の概要

※１　耕地面積は、耕地及び作付面積統計における耕地面積を記入

※２　経営耕地面積は、農林業センサスに基づいて記入

※３　遊休耕地面積は、農地法第30条第1項の規定による農地の利用状況調査により把握した第32条第1項

 　　　第1号又は第2号のいずれかに該当する農地の総面積を記入

２　農業委員会の現在の体制

旧制度に基づく農業委員会

新制度に基づく農業委員会

※現在の体制を記載することとし、旧・新いずれかの記載事項は削除

定数 実数 地区数

14 14 7

選　任　委　員
合計

任期満了年月日 Ｈ 年

選挙委員
土地改良区推薦 議会推薦

10,145

農業委員数

認定農業者

女性

40代以下

定数 実数 農協推薦 共済推薦

9,170

0 7,254 8,105

0

468

7,830

7,513

0

9,677

107

農地台帳面積

田 畑
普通畑 樹園地

1,340

※農業委員会調べ

耕地面積

経営耕地面積

遊休農地面積

牧草畑
計

単位：ｈａ

592

0

計

月 日

集落営農経営

15

2

0

特定農業団体

集落営農組織

0

0

140
※農林業センサスに基づいて記入。

認定農業者

基本構想水準到達者

経営数（経営）

373

5

認定新規就農者

農業参入法人

135

※農林業センサスに基づいて記入。

農業者数（人）

農業就業者数 1,090

女性 491

40代以下

農家数（戸）

545

61

484

329

20

主業農家数

準主業農家数

副業的農家数

総農家数

自給的農家数

販売農家数

令和２年度の目標及びその達成に向けた活動計画

都 道 府 県 名 北海道

農 業 委 員 会 名 新ひだか町農業委員会

7 月 19 日

農業委員

定数 実数

任期満了年月日 R 3 年

農業委員数 10 10

認定農業者 ― 8

農地利用最適化推進委員

認定農業者に準ずる者 ― 0

女性 ― 2

41代以下 ― 0

中立委員 ― 1
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Ⅱ　担い手への農地の利用集積・集約化

1　現状及び課題

　

※1　管内の農地面積は、耕地及び作付面積統計における耕地面積を記入
※2　これまでの集積面積は、把握時点において担い手（認定農業者及び農業委員会法施行規則第10条で

　　　　定める者）へ利用集積されている農地の総面積を記入

2　令和２年度の目標及び活動計画

※1　集積面積は、当該年度末時点で担い手へ利用集積されている農地の総面積を記入
※2　新規集積面積は、集積面積のうち1年間に新規集積面積（非担い手が自作又は利用していた農地
　　　　のうち、担い手に対して権利の設定・移転させた農地）をどの程度増加させるかを記入
※3　活動計画は、目標の達成のために何月に何を行うのか等詳細かつ具体的に記入

Ⅲ　新たな農業経営を営もうとする者の参入促進

1　現状及び課題

※1　新規参入者数は、過去3年の農地の権利移動を伴う各年度ごとの新たな新規参入数を記入し、
　　　法人雇用や親元就農は含まない（欄の最も右が昨年度）

※2　新規参入者が取得した農地面積は、上段で記入した経営体が取得した農地面積の合計を記入

新規参入の状況 平成29年度新規参入者

が取得した農地面積

平成30年度新規参入者

が取得した農地面積

令和元年度新規参入者

が取得した農地面積

％

4.79 ｈａ 34

ｈａ 5,786 ｈａ 63.10

39 ｈａｈａ

平成29年度新規参入者数 平成30年度新規参入者数 令和元年度新規参入者数

課　　　　　題

　農業における環境が厳しくなる中、新規参入についても厳しさが増してお
り、町担い手育成支援協議会の構成員として農業委員会も所属していることか
ら、農地の集積や農地法に係る部分で連携しながら、新規参入を促進していか
なければならない。

経営体4 5 経営体 6 経営体

活動計画

・通年、農業関係機関及び農業者からの情報収集を図り、規模拡大を検討して
いる担い手などの利用集積を図る。また、町担い手支援育成協議会からも情報
を収集し、新規就農者のあっせんを促したり、新規の集積を図る。
・月１回の農業委員会総会において、担い手に関する農業委員間の情報共有を
図るとともに、総会後農業委員から農地利用最適化推進委員へ情報交換も図り
ながら、担い手への利用集積への推進を図る。

集積面積 5,816 ha （うち新規集積面積 30 ha）

課　　　　　題

　以前から課題となっている高齢化や後継者不足に加え、農業制度の見直し等
による環境の変化が予測される中で、より一層、情報収集や農業関係機関が連
携し、効果的な農地の利用集積を図る取り組みが必要と考えられる。また、新
規就農者の受入れ及び担い手の育成については継続して取り組んでいく必要が
ある。

現　　　　　状

（令和２年３月現在）

目　　　標 目標設定の考え方
昨年は目標数値を達成できたが、引き続き30ｈａの面積とし、関係機関と連携を強化し推
進する。新規集積については、新規就農者の受入及び非担い手から担い手への集積を推進
する。

管内の農地面積 これまでの集積面積 集積率

9,170
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2　令和２年度の目標及び活動計画

※1　目標は、1年間に新たに参入させる新規参入者数を記入
※2　活動計画は、目標の達成のために何月に何を行うのか等詳細かつ具体的に記入

Ⅳ　遊休農地に関する措置

1　現状及び課題

　

※１　管内の農地面積は、耕地及び作付面積統計における耕地面積と農地法第30条第1項の規定による農地の

 　　　利用状況調査により把握した同法第32条第1項第1号の遊休農地の合計面積を記入

※２　遊休耕地面積は、農地法第30条第1項の規定による農地の利用状況調査により把握した第32条第1項第1号

 　　　又は第2号のいずれかに該当する農地の総面積を記入

２　令和２年度の目標及び活動計画

※１　遊休農地の解消面積は、当該年度末時点の遊休農地の解消面積を記入

※２　遊休農地の解消面積は、市町村等が策定した目標を農業委員会が共有している場合には、当該市町村等の

 　　　目標を記入しても差し支えない

※３　「その他」の欄には、利用状況調査・意向調査以外の遊休農地解消のための活動を記入

4 ｈａ

11

その他

活
動
計
画

農地の利用意向
調査 9 月 ～

月

11

調査実施時期 調査結果取りまとめ時期

12 月

～

月 1

10

～ 月

月 10 月～

0.0

目　　標 目標設定の考え方：遊休農地の所有者等に対する指導によって、遊休農地
面積の解消を目指す。

農地の利用状況
調査

調査員数（実数） 調査実施時期

％0.00

0 ｈａ

調査結果取りまとめ時期

調査方法

１　管内全域を調査区域とし、目視による巡回調査を一斉に実施
　　遊休化している場合は、当該農地等の状況をさらに詳しく確認
し、写真を撮り、地図等に記録
２　担当地区の農業委員の日常的な調査
３　農地が集団的に利用されている地域等周辺農業に及ぼす影響の
大きい地域は重点調査する
４　仮登記農地、農地法第３条第３項及び基盤法第18条第２項第６
号の権利設定農地、納税猶予特例適用農地は重点調査する

人24

課　　　　　題 農地の利用状況調査の円滑な実施と遊休農地の所有者等への指導・理解の徹底が必要。

月

遊休農地の解消面積

8

活動計画

・毎月行われる農業委員会総会において、担い手協議会からの情報共有を図
り、農業委員とも連携しながら新規就農予定者との面談も行うなど、相談体制
を整える。また、農業委員、農地利用最適化推進委員、事務局間の情報共有を
図るとともに、定期的に、地元の農協へ情報収集を図るなど、常に新しい情報
収集に努め、農地のあっせん申し出があった場合の相談に応じれるようにす
る。

参入目標数

現　　　　　状
（令和2年３月現在）

管内の農地面積（Ａ） 遊休農地面積（Ｂ） 割合（Ｂ／Ａ×１００）

ｈａｈａ9,170

　 4 経営体 参入目標面積 　
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Ⅴ　違反転用への適正な対応　

1　現状及び課題

　

※１　管内の農地面積は、耕地及び作付面積統計における耕地面積を記入

※２　違反転用面積は、把握時点において管内で農地法第4条第1項又は第5条第1項の規定に違反して転用

 　　　されている農地の総面積を記入

2　令和２年度の活動計画

※活動計画は、違反転用の解消や早期発見・未然防止のために何月に何を行うのか等詳細かつ具体的に記入

 現　　　　　状

活動計画

　毎月の農業委員会総会前の現地確認において、違反転用が無いかなどの情報
を農業委員及び農地利用最適化推進委員から、日ごろの調査報告をしてもら
い、未然防止活動に取り組む。また、令和２年９月～１１月、農地パトロール
による農地状況の把握をする。

0

課　　　　　題
　違反転用は発生していないが、継続した周知及び日常の巡視は欠かせないも
のと考える。

（平成３１年３月現在）

管内の農地面積（Ａ） 違反転用面積（Ｂ）

ｈａ ｈａ9,170
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